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議案第１号

専決処分の承認について（藤沢市保育所条例の一部を改正する条例）

地方自治法第１７９条第１項の規定により，藤沢市保育所条例の一部を改正する

条例を次のとおり専決処分したので，同条第３項の規定により，これを報告し，そ

の承認を求める。

２０１６年（平成２８年）５月１８日提出

藤沢市長

鈴 木 恒 夫

専 決 処 分 書

地方自治法第１７９条第１項の規定により，次の条例を専決処分する。

２０１６年（平成２８年）３月３１日

藤沢市長

鈴 木 恒 夫

藤沢市保育所条例の一部を改正する条例

藤沢市保育所条例（平成２７年藤沢市条例第４８号）の一部を次のように改正す

る。

別表第３備考４を備考５とし，備考３を備考４とし，備考２の次に次のように加

える。

３ 前項の規定にかかわらず，所得割課税額の合計額が５７，７００円未満であ

る世帯又は所得割課税額の合計額が７７，１０１円未満であり乳児若しくは幼

児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者が要保護者等（子ども・

子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号。以下「政令」という。）
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第４条第４項に規定する要保護者等をいう。）に該当する世帯であって，特

定被監護者等（政令第１４条の２第１項に規定する特定被監護者等をいう。

以下同じ。）が２人以上いる世帯にあっては，この表において「第２子以

降」とは，当該特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども（支援法第６条

第１項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。）以外のものが１

人以上いる場合における乳児等又は当該特定被監護者等の全てが小学校就学

前子どもである場合における最も年齢の高い小学校就学前子ども以外の乳児

等をいう。

附 則

この条例は，平成２８年４月１日から施行する。

提案理由

子ども・子育て支援法施行令の一部が改正され，年収約３６０万円未満相当世帯

における保育料の負担軽減措置の拡充が図られたことに伴い，平成２８年度分から

の時間外保育料について当該負担軽減措置の拡充を適用することとするため，緊急

に藤沢市保育所条例を改正する必要が生じ，平成２８年３月３１日付けで藤沢市保

育所条例の一部を改正する条例を専決処分したので，地方自治法第１７９条第３項

の規定によりその承認を求める必要による。

参 考

地方自治法 抜粋

第１７９条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき，第１１３条ただし書の場

合においてなお会議を開くことができないとき，普通地方公共団体の長において

議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕

がないことが明らかであると認めるとき，又は議会において議決すべき事件を議
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決しないときは，当該普通地方公共団体の長は，その議決すべき事件を処分する

ことができる。ただし，第１６２条の規定による副知事又は副市町村長の選任の

同意については，この限りでない。

３ 前２項の規定による処置については，普通地方公共団体の長は，次の会議にお

いてこれを議会に報告し，その承認を求めなければならない。


